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議 案  

番 号  
件               名  備   考  

２３３  損害賠償の額を定め、和解するについて   

 



議案第２３３号 

損害賠償の額を定め、和解するについて 

 

公用車による交通事故に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、和解する。 

 

令和 ７ 年１２月 ９ 日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  和解の相手方  住  所  

氏  名  

２  損害賠償の額  １，８８１，３６５円 

３ 和解の内容の要旨 

⑴ 本件交通事故における過失割合は、本市を１００パーセントとし、相手方

に対する本市の損害賠償の額を１，８８１，３６５円とする。 

⑵ 今後、本件交通事故に関し、双方とも異議の申立て、訴訟等は一切行わな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市公用車による交通事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したいが、これ

については、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議

会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

⑴～⑾ 略 

⑿ 普通地方公共団体がその当事者である・・・略・・・和解・・・略・・・

に関すること。 

⒀ 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 

⒁・⒂ 略 

２ 略 

 

 

 

参  考  

 

議案第２３３号 損害賠償の額を定め、和解するについて（資 料） 

 

１  交通事故の概要 

令和７年６月９日午前９時５０分頃、永利町地内の県道川内加治木線におい

て起きた事故で、本市職員が、公用車で同県道を樋脇町方面へ走行中、助手席

の荷物に気を取られた際に、右折のため前方で停車していた相手方車両に追突

したものである。 

この事故により、相手方が背中打撲を負い、治療を要したものである。 

２ 和解の内容 

区 分 損害賠償基準額 過 失 割 合 損 害 賠 償 額 

治 療 費 ７８３，７２５円 

  

通 院 費 ７，１４０円 

休業損害 ４６９，７００円 

慰 謝 料 ６２０，０００円 

文 書 料 ８００円 

合 計 １，８８１，３６５円 １００パーセント １，８８１，３６５円 

 本市は、１，８８１，３６５円を損害賠償金として相手方に支払う。 

３ その他 

相手方への支払額１，８８１，３６５円については、公益社団法人全国市有 

物件災害共済会の自動車損害共済災害共済金により直接支払われる予定である。 
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